
本
庄
村
の
苗
代
、
押
込
、
栃
原
ほ
焼
山
村
と
合
併
し
て
昭
和
村
を
つ
く
っ
た
。
同
じ
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
四
月
一
日
に
安
芸
郡
 
 

で
は
、
上
瀬
野
村
と
下
瀬
野
村
が
合
併
し
て
瀬
野
村
を
つ
く
っ
て
い
る
。
昭
和
六
年
と
い
え
ば
、
満
州
事
変
の
お
こ
る
年
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
し
て
、
人
口
七
七
七
八
人
、
世
帯
数
一
六
一
」
ハ
、
面
積
三
五
・
七
平
方
キ
ロ
の
熊
野
町
と
な
っ
た
。
郡
内
の
町
村
で
は
、
一
 
 

万
人
以
上
の
江
田
島
村
、
音
戸
町
、
倉
橋
島
村
に
次
い
で
人
口
が
多
か
っ
た
。
 
 
 

新
し
い
熊
野
町
の
町
長
ほ
二
九
二
ペ
ー
ジ
の
表
5
－
2
－
2
何
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

輿
－
頑
ヒ
 
：
 
 

第
五
黄
 
近
 
 

国5－26 本庄村廃合記念碑  

（閻和6年3月）  

村
ノ
南
部
二
於
テ
ハ
呉
工
廠
二
通
勤
セ
ル
者
数
百
名
ノ
多
キ
ニ
達
ス
然
モ
本
庄
 
 

村
焼
山
村
ハ
共
二
小
村
ニ
シ
テ
戸
数
少
ク
村
民
／
負
担
苛
重
ニ
シ
テ
財
政
頗
ル
 
 

困
難
ノ
状
態
二
在
ル
ヲ
以
テ
関
係
町
村
熟
議
ノ
結
果
地
勢
交
通
並
生
業
ノ
状
態
 
 

二
鑑
ミ
本
庄
村
ヲ
分
離
シ
テ
其
ノ
一
部
ヲ
熊
野
町
二
編
入
シ
他
ノ
ー
郡
ハ
乏
ヲ
 
 

焼
山
村
卜
合
併
シ
以
テ
国
体
ノ
基
礎
ヲ
蟹
田
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
共
二
将
来
自
治
ノ
 
 

註
展
ヲ
固
ラ
ム
ト
ス
 
 

こ
れ
で
み
る
と
廃
置
分
合
の
主
な
理
由
は
、
本
庄
村
・
焼
山
村
が
小
村
で
財
 
 

政
が
困
難
な
た
め
で
あ
る
。
 
 

β00  



て
、
区
長
村
費
は
八
費
目
四
税
目
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
方
税
財
政
制
度
の
基
礎
は
、
大
体
、
明
治
十
一
年
 
 

の
三
新
法
の
時
期
こ
ろ
に
事
実
上
か
た
ま
り
、
同
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
ご
ろ
ま
で
に
㈲
度
上
も
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
主
要
な
 
 

こ∴ 
aq 

い、、 

概
観
 
 ∵

え
⊥
ぺ
ご
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 
 

1
 
近
代
に
お
け
る
地
方
財
政
制
度
の
推
移
 
 
 

近
代
に
お
け
る
地
方
税
財
政
制
度
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
ほ
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
の
太
政
官
布
告
第
一
九
号
の
地
 
 

方
税
の
あ
り
方
の
改
変
に
端
を
発
す
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
十
七
年
に
大
幅
な
改
革
（
内
務
省
訓
示
）
が
み
ら
れ
 
 

濾  
′‘〔∫  
1汐   啓七甲  

l攣  

∴－ 
＿  

、、－さノj∴√二卜三≡・  

二
 
財
 
 

・
い
、
・
∫
 
 

線衰   

図5－2－7 明治43年 熊野尋常高等小  

学校校舎増築の認可  

特
徴
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
 
 
 

ま
す
第
一
は
、
地
方
税
の
課
税
の
方
法
で
あ
 
 

る
。
地
方
税
の
課
税
は
、
形
式
上
は
、
付
加
税
と
 
 

独
立
税
の
併
用
と
な
っ
て
は
い
た
が
、
実
質
的
に
 
 

ほ
、
付
加
税
第
一
主
義
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
 
 

は
、
太
平
洋
戦
争
後
の
い
わ
ゆ
る
戦
後
民
主
化
の
 
 

時
期
に
い
た
る
ま
で
の
国
と
地
方
と
の
行
財
政
関
 
 

係
を
反
映
し
た
き
わ
め
て
強
力
な
中
央
集
権
的
性
 
 

格
の
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
地
方
自
治
 
 別〃  



表5－2－5 熊野村明治42年度前半年度村税納税状況報告書  

第
玉
章
 
近
 
 

明治43年統計報告事跡  

ほ
、
こ
の
部
面
で
も
制
約
が
強
く
、
府
県
お
よ
び
市
町
村
の
独
自
 
 

の
財
源
を
保
障
す
る
建
前
と
は
反
対
に
、
国
の
法
令
で
地
方
の
付
 
 

加
税
率
も
制
限
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
制
限
外
課
税
や
特
別
税
の
 
 

新
設
な
い
し
増
額
、
変
更
等
は
、
そ
の
細
部
に
わ
た
っ
て
、
内
 
 

務
・
大
蔵
大
臣
等
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
地
方
自
治
 
 

は
、
行
財
政
の
全
面
に
わ
た
っ
て
形
式
的
な
い
わ
ゆ
る
官
治
的
地
 
 

方
自
治
の
域
を
で
ザ
、
実
体
は
き
わ
め
て
脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
 
 

と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
も
、
こ
の
よ
 
 

う
な
実
体
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
、
地
方
財
政
を
め
ぐ
る
危
機
的
 
 

情
況
の
進
展
に
対
応
し
た
部
分
的
な
統
制
の
緩
和
が
み
ら
れ
た
に
 
 

過
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 
 

第
二
忙
、
課
税
標
準
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。
課
税
標
準
と
 
 

は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
何
に
（
課
税
物
件
）
ど
れ
だ
け
の
税
を
課
す
 
 

か
と
い
う
基
準
の
こ
と
で
あ
る
。
市
町
村
税
収
入
の
中
心
を
な
し
 
 

て
い
た
戸
別
割
は
、
大
正
末
期
ま
で
は
、
府
県
税
と
さ
れ
て
お
 
 

り
、
町
村
に
つ
い
て
は
付
加
税
と
さ
れ
て
い
た
。
戸
別
割
は
、
多
 
 

く
の
ば
あ
い
、
地
主
議
員
の
悪
意
的
判
断
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
 
 

い
た
。
つ
ま
り
、
各
戸
の
収
入
（
農
家
の
収
穫
高
）
・
財
産
・
家
族
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は
、
教
育
費
、
役
場
費
、
勧
業
土
木
費
が
中
心
で
あ
っ
た
。
明
治
政
府
の
富
国
強
兵
政
策
は
、
そ
の
主
要
部
分
が
教
育
や
勧
業
土
木
 
 

を
通
じ
て
実
施
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
地
方
の
行
政
機
構
を
体
制
的
に
維
持
す
る
た
め
の
経
費
が
役
場
費
等
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
 
 

る
。
地
方
の
仕
事
は
、
そ
の
大
半
が
、
地
方
の
公
共
事
務
（
＝
固
有
事
務
）
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
む
し
ろ
中
央
か
ら
地
 
 

方
に
委
任
さ
れ
た
仕
事
（
＝
黍
任
事
務
）
と
し
て
の
性
格
の
方
が
強
か
っ
た
。
そ
の
仕
事
の
た
め
に
要
す
る
経
費
は
、
国
庫
下
渡
金
な
ど
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

蓑5－2－6 熊野村負債明細表  

統計報告事跡  

数
や
健
康
状
態
な
ど
が
勘
案
さ
れ
て
、
そ
の
都
度
課
さ
れ
る
大
衆
課
税
的
性
格
の
強
い
も
 
 

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
課
税
の
方
法
は
、
そ
の
基
準
と
な
る
課
税
標
準
が
不
明
確
で
 
 

あ
っ
た
た
め
、
「
見
立
割
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
価
割
は
、
比
較
的
明
確
 
 

な
課
税
標
準
を
も
っ
た
外
形
課
税
で
あ
っ
た
。
当
時
の
課
税
標
準
が
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
 
 

い
さ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
税
制
の
前
近
代
的
性
格
、
い
い
か
え
れ
ば
た
ぷ
ん
に
封
建
 
 

的
性
格
が
温
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

第
三
に
、
税
外
負
担
の
形
で
の
徴
収
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
戸
別
割
の
全
部
ま
た
は
一
 
 

部
の
代
納
と
し
て
の
夫
役
（
無
償
労
働
）
や
現
物
の
徴
発
が
行
な
わ
れ
た
り
、
使
用
料
・
手
 
 

数
料
の
徴
収
が
み
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
半
強
制
的
な
寄
附
金
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
 
 

で
あ
る
。
と
く
に
、
農
村
財
政
に
お
い
て
は
、
半
ば
公
的
な
共
同
家
計
の
た
め
に
部
落
協
 
 

議
費
が
、
さ
ら
に
、
教
育
費
や
土
木
費
等
の
経
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
は
、
部
落
有
財
産
 
 

（
部
落
有
林
野
な
ど
の
）
収
入
等
の
共
同
的
収
入
が
あ
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
起
債
も
し
は
し
ば
 
 

み
ら
れ
た
。
 
 
 

第
四
に
、
地
方
事
務
と
経
費
の
面
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
地
方
経
費
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蓑5－2－7 熊野村における徴発物件供給高  

第
五
黄
 
近
 
 
 

往 年により単位の相違するものあり  統計報告事跡  

蓑5－2－8 町村吏員及び月給  （明42．12．31）  

階  級   人  員  支 給 金 額 月 給L報酬金節L合 計   

町  村  長   
名誉職 10円以」二 10円未満  ロ  10円  10円   
10円以上  

町 村 助 役  名誉職  10円未満  ロ    7円  7円   

町村収入役  6円以上 6円未満   口  9円  9円   
町 村 書 記  6円以上 6円未満   

7  63円70銭    63円70鋲   

区長及び代理人  名誉職  14  

A  計   24人  72円70銭  17円   89円70銭   

明治43年統計報告事跡  
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表5－2－9 熊野村財産明細表  

土 地  建 顆  現 金  その他請品  合 計   

数量 価婚  4′673．6Z5歩 l′020．ODD厘  l′020．ODD厘  

l．08l   

脚                   数量   
l．000歩  247．r5勺  

価格  3D．ODO厘  l．750．000厘  2′4】5．ODD厘           635．DOO厘   

3碑   数量 価柑  4．673．625歩 4．673．625厘  483．0ロ5厘  5′156．63D厘  

戟量   l．Dロ0歩  Z9l．5反  750   

佃絡  30．000厘  2′200．ODO厘  2′865．00D厘           635．000厘   

3碑 
数量 価格  4．673．625歩 4．573．625厘  】38．370厘  4－8r．995厘  

750   

熱量  l．DOO歩  29l．5勺  2，865．ODD厘  

3粁 
数量 価沌  4－673．6Z5歩 4．673．625厘  147．840厘  4′82．465厘  

誓文量   3．600歩  29l．15勺  750   

価格  2DD．000厘  2′ZOO．00D厘  3，035．0ロ0厘           635．000厘   

㌫量  
価格   167．840厘  d67．B4D厘  

36牛 3．6DO歩  29l．15勺  750   

紋量  3－035．ODロ厘  

筑竜 価格  4－673．6Z5歩 3 
′0【）0．000厘  20l．000厘  3．2（】l．000厘  

750   

紋量  3．600歩  29】．15勺  3．035．000厘  

388 

目才産  232．801厘  3．232．80厘  

750   

＝   目オ産   3′035．000厘  

寸座  279．738厘  3．27日．73B厘  

右喜   3．6DD歩  335．55勺  75P   

佃桟  200．000厘  2．TOO．000厘  3′535．000厘  

†産 寸産  Z64．898厘  5．264．898厘  

数量 佃桟   3．504歩   505坪15  

7′577，250厘  635．DDD厘  8．212．250厘  

272．220歩  土合   54．330厘  2′054．330厘  

数量  
佃格   322．646厘  5．32Z．646厘  

Z48   

数量  3．504歩  523坪15  8′660．250厘  

救塁  2．747  

佃櫓   r23．816厘    ．34l．565厘  さ．766．31厘   

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

注 33年の反は勺か、点ほ反（土地）、歩（建物）、円（価格）  
（統計報告事跡）   
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蓑5－2一拍 熊野村の公有社寺私有林  

箇  所  反  別  地  価  平均1反歩地価  

123   〔反］ 3，209．929歩   〔円］ 361．635厘   113厘  

5，566  6，360．121  1，331．985   213  

5，689  9，570．050  1，693．620   326  

361．635厘   113厘  

123  3，209．929歩                5，566  6，262．121  1，331．985  213   5，689  9，472．050   1，693．620  326  
123  320町9反  361円  11銭  

5，566  626町2反  1，331円   21  

5，689  947町2反   1，692円   32；   

第
玉
章
 
近
 
代
 
 
 

統計報告事跡  
蓑5－2－11公学資産表（明治42年）  

種  別   小  学  校   総  計    尋  常  尋常高等   
敷 地 坪 数  751坪  660坪  1，411坪   

444  1，097   

附 属 地 坪 数  653  
206   285  
10   29   

敷  地  価  119   200   319   
附 属 地 価  145   200   345   
家  屋  価   1，550  2，000  3，550   
図  書  価  59   271   330   
器 放 標 本 肺  120   293   413   
器  具  ㈹  110   529   639   

62，680   62，680   
475  

学 校 基  475   314  
本 財  
産   6   7   13   

統計報告事跡  
＊価格の単位ほ円か？  

∂06  



表5－212 熊野村の公学費  

学校長・ 園長・館 長俸給  教諭・助 教諭t訓 時俸給  准教員 俸給  代用教 員俸給  俸給小計  書囲 その他  合 計   

・ ・・；・l 木費  消耗 品費  

明治36年  円  円   円 259   円 396   円 1，359 （70．3％）  円  円  円  円   360  344     68  80  427  1，934   
37年  384  625  548  140  1，697 （68．6）  薗  101  721  2，474   

38年  3朗  75（5  365  164  1，669 （83．8）  盲1  65  224  1，992   

40年  384  756  365  165  1，670 （83．6）  可  65  227  1，996   

41年  456  672  284  564  1，g76 （51．2）  115  96  1，670  3，857   

42年  452  929  230  890  2，501 （71．7）  1霜‾1  108  660  3，488   
43年  668  985  350  959  2，962 （61．5）  259  108  1，484  4，813   

44年  701  1，648  122  835  3，306 （80．8）  206  88  490  4，090   

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

注 尋常および尋常高等小学校の合計を記敢、（）内は合計にたいする％  

統計つ拒告事跡  

蓑5－2－13 熊野村の土木費内訳  

河  川  道  路  橋  梁  用悪水  合  計   
円   円   円  座  

明治31年  円  腫    座    厘  円  上監       30．557  65．071  44．858  85．079  225．565   （13．5％）  （28．8％）  （19．9％）  （37．7％）   
240．981   89．716   35年      46．21「   119．246  496．154  

7．570  80．339  182．049  36年  51．661  42．479         （28．4）  （23．3）  （4．2）   
10．240  100．143   

37年  133．861  37．871      282．115   （47．4）  （13，4）  （3．6）  （35．5）   
38年   

28．126   
233．333  142．853  204．244    608，556   （38．3）  （23．5）  （33．6）  （4．6）   

71．949   43．424   
39年  6．090  101．723      223．186   （2．7）  （45．6）  （32．2）  （19．5）   

10．459   11．038   7．200  113．706  40年  85．009           （74．8）  （9．2）  （9，7）  （6．3）   
41年  410．721  49．S52  28．390  12．224  501．185   （81．9）  （9．9）  （5．7）  （2．4）   
43年  136．994  163．092  27．720  162．208  568．422   （24．1）  （2臥7）  （4．9）  （28．5）   

統計報告事跡  
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表5－2－14 熊野村の土木費統計表（明治41年度）  

町   村   事   業  
種  別  

町 村 税 L 県税補助   

通常土木費  修繕工事の部   
円  腰   円 1堅  

幹  二 河 川  146．589   35．429  
河  

川  山ノ 代川   32．580  

流 域  計   179．169  

熊  熊 野 川   128．755   49．948  
野  

川   川  三 谷 川   17．420  
流  
域   計   146．175   

道  里  25．745  

≡≡†≡誓≡  11．030  

其 他 の 里 道   13．077  

路  遣  計   49．852   

桶  重要里道 矢野往還   里  3．050  

道 橋  其 他 の 皇 道   25．340  

梁  染   計   28．390   

用雲水  熊  野  村  12．224  

計  415，810   85．375   

通常土木費  改築工事の部   

道 路  里道  重要皇道 矢野往還   624．497  

臨時土木費  改築工事の部   

遺  里  里道 矢 野 往 還   1，247．791   

那  費   258．143  714．000  

路  道  計   1，505．934   

第
玉
章
 
近
 
 
 
代
 
 
 

統計報告事跡  
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明
治
十
一
年
（
一
入
七
八
）
七
月
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
「
府
県
会
規
則
」
「
地
方
税
規
則
」
の
三
新
法
が
、
続
い
て
十
三
 
 
 

三
新
法
 
 年

四
月
「
区
町
村
会
法
」
が
公
布
さ
れ
、
地
方
行
政
は
方
向
を
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
区
・
小
区
制
 
 

が
地
方
の
実
情
に
合
わ
な
い
た
め
旧
に
復
す
る
こ
と
、
地
租
改
正
へ
の
不
満
に
よ
り
十
年
一
月
、
地
租
を
地
価
の
二
・
五
％
に
切
り
 
 

下
げ
た
た
め
に
お
こ
る
国
政
事
務
の
府
県
会
・
区
町
村
へ
の
移
行
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
、
藩
閥
政
府
へ
の
自
由
民
権
運
動
の
反
対
、
 
 

県
令
と
新
し
く
で
き
た
県
会
と
の
対
立
な
ど
を
地
方
議
会
の
段
階
で
封
じ
こ
め
、
緩
和
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

な
お
地
方
税
規
則
は
、
県
費
・
区
費
を
地
方
税
と
す
る
一
方
、
各
区
町
村
限
り
の
経
費
を
私
的
な
経
費
と
し
て
協
議
費
と
名
付
 
 

け
、
徴
収
方
革
・
費
途
を
住
民
の
協
議
に
ま
か
せ
て
い
た
。
 
 
 

編
制
法
の
六
条
に
よ
る
之
「
各
町
村
三
戸
長
各
一
員
ヲ
置
ク
∵
又
数
町
村
二
一
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
り
、
八
月
に
は
、
 
 

「
戸
長
ハ
英
人
民
二
於
テ
可
レ
成
公
選
セ
シ
ソ
ル
」
と
し
、
十
一
月
に
は
「
町
村
戸
長
選
挙
規
則
」
 
を
公
布
し
、
戸
長
の
任
期
は
再
 
 

選
を
妨
げ
な
い
三
年
と
し
た
。
役
所
は
戸
長
役
場
と
い
っ
七
。
 
 
 

第
三
大
区
は
編
制
法
に
よ
り
、
区
制
以
前
の
零
云
邪
に
滝
ゼ
り
、
そ
の
郡
役
所
を
海
田
市
に
置
い
た
。
第
五
小
区
も
元
の
通
り
、
 
 

熊
野
は
鮨
野
村
、
平
谷
村
、
川
角
村
と
な
っ
た
∵
安
芸
郡
長
に
は
沢
原
為
綱
」
熊
野
村
戸
長
に
は
人
民
総
代
で
あ
っ
た
佐
々
木
克
之
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

一
 
行
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第
玉
章
 
近
 
代
 
 
 

輔
が
任
命
さ
れ
た
。
戸
長
は
、
一
時
民
選
の
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
に
再
び
任
命
制
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

村
会
も
あ
り
、
明
治
十
二
年
九
月
、
十
四
年
、
十
七
年
、
二
十
年
の
四
月
に
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
熊
野
村
 
 

の
定
員
は
玉
名
だ
っ
た
。
そ
の
時
選
ば
れ
た
人
々
の
名
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
明
治
十
二
年
十
月
に
発
足
し
た
三
十
五
ケ
村
連
合
 
 

会
議
の
「
人
名
控
」
が
あ
る
。
連
合
会
議
は
安
芸
郡
内
の
村
（
町
）
々
が
資
金
を
出
し
合
い
、
共
同
で
事
業
を
す
る
も
の
で
、
会
議
は
 
 

郡
役
所
で
開
か
れ
、
議
長
に
は
郡
長
が
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
会
議
に
熊
野
村
は
世
良
孫
次
郎
を
、
平
谷
村
は
菅
田
甚
右
衛
門
 
 

を
、
川
角
村
は
藤
田
伊
太
郎
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
十
二
年
九
月
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
村
会
議
員
の
代
表
で
あ
 
 

り
、
戸
長
で
あ
っ
た
人
も
い
た
と
思
わ
れ
る
鰭
璧
熊
野
村
の
選
挙
権
者
数
を
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
十
二
月
で
示
す
と
二
〇
 
 

四
一
人
で
あ
っ
た
。
 
 
 

明
治
二
十
年
の
戸
長
役
場
に
は
、
戸
長
の
も
と
で
次
の
人
々
が
畢
生
と
し
て
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。
世
良
保
良
次
、
中
井
 
 

堰
、
隼
田
慶
四
郎
、
遠
山
省
三
、
世
良
実
三
郎
、
世
良
雄
三
郎
の
六
名
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
二
十
一
年
四
月
か
ら
雇
と
し
て
世
良
喜
 
 

一
、
立
花
吉
松
、
土
井
外
人
の
三
名
が
加
わ
っ
て
、
総
勢
九
名
の
陣
容
で
あ
っ
た
開
戒
謂
韻
文
。
 
 
 

平
谷
村
と
川
角
村
の
場
合
ほ
、
押
込
村
、
苗
代
村
、
栃
原
村
の
五
ケ
村
を
合
わ
せ
て
ひ
と
り
の
戸
長
が
お
か
れ
、
明
治
十
一
年
十
 
 

二
月
に
は
神
藤
徳
孝
の
弟
神
藤
（
の
ち
進
藤
）
循
隣
が
、
そ
し
て
十
二
年
八
月
に
は
徳
孝
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。
明
治
十
六
年
二
 
 

月
に
は
苗
代
村
、
栃
原
村
の
二
村
の
戸
長
を
神
藤
文
吾
が
兼
ね
て
い
た
。
平
谷
、
川
角
村
は
押
込
を
含
め
て
三
ケ
村
が
連
合
し
て
戸
 
 

長
を
置
き
、
そ
の
時
の
戸
長
ほ
平
谷
村
の
菅
尾
泰
助
だ
っ
た
。
し
か
し
、
十
七
年
七
月
か
ら
町
村
制
の
始
ま
る
二
十
二
年
ま
で
ほ
五
 
 

ケ
村
連
合
の
戸
長
で
あ
り
、
神
藤
徳
孝
が
務
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
各
村
か
ら
一
名
ず
つ
計
五
名
の
議
員
が
出
て
連
合
村
会
を
つ
 
 

く
っ
て
い
た
。
平
谷
村
か
ら
は
菅
尾
泰
助
、
川
角
村
か
ら
は
尾
州
徳
一
郎
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
合
併
の
兆
し
を
色
濃
く
も
っ
て
 
 

い
た
の
で
あ
る
。
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明
治
十
一
年
の
府
県
会
規
則
を
う
け
て
の
広
島
県
の
県
会
は
、
十
二
年
の
四
月
か
ら
始
ま
る
。
初
め
は
定
数
六
二
、
任
期
四
年
、
 
 

二
年
毎
の
半
数
改
選
と
い
う
し
く
み
で
あ
っ
た
。
安
芸
郡
の
定
数
は
玉
名
で
あ
る
。
熊
野
村
か
ら
は
、
安
芸
郡
仁
保
島
の
渡
田
一
郎
 
 

退
職
に
よ
る
補
欠
と
し
て
十
五
年
三
月
か
ら
お
よ
そ
一
年
間
務
め
た
渡
辺
勘
助
が
い
た
。
そ
の
あ
と
は
苗
代
の
神
藤
徳
孝
が
引
き
継
 
 

い
だ
。
ま
た
佐
々
木
祐
四
郎
の
子
恋
仲
は
、
安
芸
郡
中
山
の
浜
本
正
蕃
の
あ
と
を
継
ぎ
十
八
年
三
月
の
補
欠
選
挙
で
当
選
し
、
ひ
き
 
 

続
い
て
同
年
九
月
の
選
挙
で
も
当
選
し
て
い
る
。
平
谷
村
・
川
角
村
か
ら
の
県
会
へ
の
当
選
者
は
い
な
い
。
 
 

を
受
け
て
決
定
さ
れ
た
。
公
民
と
は
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
あ
り
、
地
租
を
納
め
る
か
直
接
国
税
二
門
以
上
納
め
る
者
を
い
う
の
 
 

で
あ
る
D
ま
た
、
任
期
」
ハ
年
、
三
年
ご
と
半
数
改
選
（
大
正
二
年
末
ま
で
。
そ
れ
以
後
任
期
四
年
、
改
選
な
し
）
の
村
会
が
あ
っ
た
。
村
会
 
 

ほ
二
級
の
選
挙
制
が
採
用
さ
れ
て
い
て
、
多
額
納
税
者
の
属
す
る
一
級
選
挙
人
と
そ
の
下
位
の
二
級
選
挙
人
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
議
 
 

員
定
数
の
半
数
ず
つ
を
選
挙
す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
選
挙
は
二
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
村
会
の
議
長
 
 

は
、
村
長
が
兼
任
し
た
。
ま
た
こ
の
と
き
か
ら
戸
兵
役
場
は
村
役
場
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

現
在
の
熊
野
は
熊
野
村
（
大
正
七
年
熊
野
町
に
）
と
本
庄
村
に
合
併
さ
れ
た
川
角
・
平
谷
に
わ
か
れ
て
い
た
。
合
併
は
、
町
村
制
公
布
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

町
村
制
 
 
 期

四
年
の
村
長
が
お
か
れ
た
。
村
長
は
名
誉
職
で
村
会
が
満
三
〇
歳
以
上
の
公
民
の
な
か
か
ら
選
出
し
、
知
事
の
認
可
 
 

明
治
二
十
一
年
四
月
、
市
制
、
町
村
制
が
公
布
さ
れ
、
 
 県

会
議
員
の
被
選
挙
権
者
は
地
租
一
〇
円
以
上
納
め
、
選
挙
 
 

権
老
は
地
粗
五
円
以
上
納
め
る
老
で
あ
っ
て
、
と
も
に
満
二
五
 
 

歳
以
上
の
男
子
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
十
二
月
の
熊
野
村
で
示
 
 

せ
は
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

二
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
執
行
機
関
と
し
て
任
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第
五
章
 
近
 
 
 
代
 
 
 

後
間
も
な
い
六
月
の
内
務
大
臣
の
訓
令
「
独
立
 
 

自
治
二
耐
ユ
ル
ノ
資
力
」
を
も
つ
 
「
有
力
ノ
町
 
 

村
」
 
の
造
成
及
び
町
村
合
併
の
標
準
と
し
て
 
 

「
各
町
村
大
凡
ソ
三
百
戸
以
上
ヲ
常
例
ト
ス
」
 
 

る
指
示
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ち
 
 

な
み
に
、
明
治
二
十
一
年
の
五
か
村
と
熊
野
村
 
 

表5－2－1  

ま
た
、
熊
野
村
ほ
七
つ
の
地
区
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
（
か
つ
て
の
庭
）
に
は
公
選
で
任
期
三
年
の
 
 

区
長
が
お
り
民
意
を
代
表
す
る
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
 
 

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
ご
ろ
の
「
熊
野
村
役
場
虞
務
規
定
」
に
よ
る
と
、
村
役
場
の
仕
事
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
 
 

二
つ
の
課
で
分
担
し
て
い
た
。
 
 
 

の
戸
数
及
び
人
口
は
蓑
5
1
2
－
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

熊
野
の
村
政
 
 

熊
野
村
 
二
一
二
三
戸
 
五
、
八
七
八
人
 
 

平
谷
相
 
 

川
角
村
 
 

押
込
村
 
 

苗
代
村
 
 

栃
原
村
 
 
 

計
 
 
 

鯖
野
村
の
歴
代
村
長
は
表
5
－
2
－
2
Ⅲ
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

三
四
四
人
 
 
 

六
六
戸
 
 

五
六
戸
 
 

三
〇
〇
人
 
 
 

七
〇
戸
 
 

三
六
七
人
 
 

一
三
六
戸
 
 

六
六
〇
人
 
 

一
一
〇
戸
 
 

六
二
八
人
 
 

四
三
八
戸
 
t
一
、
二
九
九
人
 
 表5－2－1（1）歴代村長  

在 職 期 間  

明治22年2月～明治26年5月  

明治26年5月～明治30年5月  

明治30年5月～明治32年3月  

明治32年3月～明治36年4月  

明治36年4月～明治38年7月  

明治38年7月～明治43年1月  

明治43年1月～大正3年2月  

大正3年2月～大正4年2月  

大正4年2月～大正4年11月  

大正4年11月～大正6年1月  

世 良 保良次  
中 井   堰  
佐々木 亮乏柿  
非 上 真一郎  
中 邦二   堰  
世 良 実≡郎  
伊 藤 太≡郎  
仏 門   堤  
三 地 清 人  
世 良 実三郎  

表5－2－2（2）歴代町長（昭和22年3月まで）  

氏  名  在 職 期 間  

阿 原   臣  
才津原   帯  
伊 藤 忠兵衛  
阿 原  臣  
梶 山 芳四郎  
伊 藤 突 雄  
諏訪木 光 三  

大正6年1月～昭和4年2月  

昭和4年3月～昭和5年1月  

昭和5年2月～昭和6年9月  

昭和6年10月～昭和10年9月  

昭和10年9月～昭和14年10月  

昭和14年11月～昭和21年3月  

昭和21年4月～昭和22年3月  
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蓑5－2－3 村役場吏員及び月俸  

（大正4・5年）  第
一
課
 
庶
務
 
議
事
 
兵
事
 
戸
籍
 
学
務
 
衛
生
 
勧
業
 
土
木
 
会
計
 
 
 

注
 
地
理
と
ほ
地
籍
の
こ
と
 
 
 

第
二
課
 
地
理
 
収
税
 
 

右
の
一
一
の
分
野
を
ど
ち
ら
の
課
に
入
れ
る
か
は
村
に
よ
っ
て
逢
い
が
あ
る
が
、
熊
野
村
の
場
合
地
理
・
収
税
で
一
課
に
な
っ
て
 
 

い
る
。
収
税
に
は
土
地
を
中
心
に
L
た
徴
収
台
帳
の
整
備
や
、
村
税
の
み
な
ら
ず
国
税
・
地
方
税
の
賦
課
及
び
徴
収
事
務
が
含
ま
れ
 
 

る
こ
と
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

他
に
も
県
知
事
や
郡
長
へ
の
報
告
事
項
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
を
し
、
香
炉
を
作
成
、
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
県
知
事
へ
は
、
た
と
え
ば
貴
族
院
議
員
や
衆
議
院
請
員
が
死
亡
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
都
度
報
告
す
る
日
報
が
十
四
件
、
そ
 
 

の
月
に
あ
っ
た
事
項
を
ま
と
め
て
報
告
す
る
月
報
、
ま
た
そ
の
年
に
あ
っ
た
事
項
を
報
告
す
る
年
報
が
そ
れ
ぞ
れ
一
件
、
二
件
あ
 
 

る
。
何
と
い
っ
て
も
郡
長
へ
報
告
す
る
こ
と
が
多
く
、
日
報
が
兵
役
者
優
待
に
係
る
事
項
な
ど
三
八
件
、
月
報
が
二
件
、
季
報
が
一
 
 

件
、
半
年
報
が
三
件
で
あ
る
。
年
報
は
一
〇
〇
件
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
戸
口
衰
・
人
口
出
入
表
・
本
籍
人
族
別
・
本
籍
人
 
 

種  別  人  一員  月  俸   
村  長   11円   

助  役   1   9   

収入役   13   

書  記   8   10．25   

使  丁  2   1日30銭   

学務委員  1日70践   

傭 人   

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 
 

口
生
年
別
、
本
籍
出
産
死
亡
及
婚
姻
、
現
住
人
出
産
死
亡
、
就
除
籍
入
籍
及
逃
亡
失
踪
な
 
 

ど
の
人
口
動
態
に
関
す
る
事
項
か
ら
金
融
、
運
輸
、
学
校
、
村
政
、
選
挙
権
老
数
、
農
産
 
 

物
な
ど
が
あ
り
、
き
め
こ
ま
か
く
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
〇
〇
件
の
う
ち
、
一
月
十
 
 

五
日
と
二
月
十
日
を
提
出
期
限
と
す
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
ず
つ
あ
り
、
熊
野
村
 
 

に
関
係
す
る
事
項
の
み
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
報
告
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
多
忙
さ
を
加
え
 
 

て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
日
清
戦
争
が
始
ま
る
と
と
も
に
兵
事
に
関
す
る
事
務
 
 

や
報
告
事
項
は
さ
ら
に
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
仕
事
を
す
る
安
貞
数
を
、
大
正
四
年
ご
ろ
で
示
す
と
表
5
1
2
1
3
の
と
お
 
 

293  



熊
野
村
に
町
制
が
施
行
さ
れ
熊
野
町
と
な
っ
た
。
県
知
事
に
対
し
変
更
の
議
を
上
申
し
、
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
時
期
の
安
芸
郡
で
は
、
大
正
五
年
二
月
の
吉
浦
町
、
大
正
六
年
十
月
の
矢
野
町
に
次
ぐ
町
㈲
施
行
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
村
 
 

長
は
、
阿
原
臣
だ
っ
た
。
初
代
の
町
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
熊
野
町
の
人
口
及
び
戸
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
参
考
ま
 
 

で
に
矢
野
町
の
人
口
は
大
正
五
年
十
二
月
で
五
八
二
六
人
、
戸
数
は
一
〇
五
二
戸
で
あ
る
）
。
 
 
 

第
五
章
 
近
 
 

図5－21旧熊野村役場  

図5－2－2 旧役場の位置（明治32年測園）  

り
で
あ
る
。
な
お
、
月
俸
（
報
酬
金
）
を
合
わ
せ
 
 

て
示
す
。
 
 
 

熊
野
村
村
全
議
員
の
選
挙
権
は
地
租
を
納
め
 
 

る
老
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
を
示
す
と
 
 

次
の
通
り
で
あ
る
。
町
村
制
実
施
前
と
実
施
後
 
 

で
は
選
挙
権
者
の
資
格
が
違
っ
て
い
る
た
め
か
 
 

な
り
の
差
が
生
じ
て
い
る
。
 
 

熊
野
村
か
ら
熊
野
町
へ
 
 

村
会
議
員
ほ
定
数
一
八
名
で
あ
る
。
 
 
 

大
正
七
年
（
一
九
 
 

一
入
）
十
月
一
日
、
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役
場
の
位
置
だ
け
で
な
く
、
普
通
選
挙
法
の
成
立
や
不
景
気
な
時
代
を
反
映
し
て
、
町
の
政
治
に
も
新
し
い
動
き
が
み
ら
れ
る
。
 
 

ひ
と
つ
は
町
制
施
行
以
前
か
ら
一
二
年
間
町
（
村
）
長
を
務
め
た
河
原
臣
に
代
わ
る
二
代
目
の
町
長
選
挙
で
あ
る
。
立
候
補
者
は
、
呉
 
 

地
の
地
主
で
町
会
議
員
の
伊
藤
忠
兵
衛
と
、
大
学
出
で
元
新
聞
記
者
の
才
津
原
積
（
中
澤
出
身
）
で
あ
っ
た
。
当
時
、
町
長
は
町
会
議
 
 

員
に
よ
る
選
挙
で
決
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
た
び
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
住
民
全
体
に
よ
る
予
備
投
票
を
行
お
う
と
し
た
 
 

の
で
あ
る
。
昭
和
四
年
一
月
二
十
八
日
、
有
権
者
一
五
二
〇
名
の
う
ち
九
〇
％
に
近
い
〓
二
〇
〇
名
が
西
光
寺
、
追
分
小
学
校
の
二
 
 

か
所
で
投
票
し
た
。
結
果
は
才
津
原
横
が
多
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
町
会
は
な
か
な
か
才
津
原
を
次
期
町
長
に
決
定
し
な
か
 
っ
 
 

た
。
理
由
は
、
伊
藤
が
才
津
原
の
資
格
（
公
民
権
制
限
の
特
免
）
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
対
し
才
津
原
は
あ
く
ま
で
予
備
 
 

選
挙
の
結
果
な
重
視
し
た
た
め
で
あ
る
。
町
長
阿
原
臣
は
、
伊
藤
、
才
津
原
や
町
会
議
員
、
予
備
選
挙
実
行
委
貞
に
対
し
て
、
任
期
 
 

折
半
就
任
の
調
停
工
作
を
し
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
才
幹
原
に
お
ち
つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
町
政
に
大
き
な
し
 
 

こ
り
を
残
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
才
津
原
は
昭
和
五
年
二
月
、
衆
議
院
議
員
立
候
補
の
た
め
辞
職
し
、
そ
の
後
を
継
い
だ
伊
藤
 
 

も
一
年
余
り
で
辞
め
、
阿
原
臣
が
再
び
町
長
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
四
年
四
月
に
行
わ
れ
た
町
議
選
で
は
、
一
八
名
中
九
名
が
入
れ
か
わ
り
、
新
し
い
波
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

3
 
 

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
ま
で
の
村
（
町
）
役
場
は
、
熊
野
町
三
、
三
一
二
の
一
 
 
 

番
地
で
現
在
の
西
光
寺
の
西
ど
な
り
に
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
現
在
の
三
、
五
 
 

図
 
 
五
一
の
一
番
地
に
移
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
 
 

役場敷地ノ寄  
付の碑  

大
正
七
年
の
熊
野
町
（
村
）
 
 
 

人
口
 
七
二
三
七
人
 
 
 

戸
数
一
三
二
四
戸
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賃
一
ケ
年
一
二
円
で
借
り
て
移
転
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
十
二
年
四
月
、
苗
代
大
元
〓
八
八
番
地
 
 

の
八
木
貞
策
所
有
の
建
物
（
革
…
葺
桁
行
五
間
、
梁
行
四
間
）
を
一
一
七
円
の
予
算
で
買
入
れ
よ
う
と
し
た
と
あ
る
が
、
買
っ
た
か
ど
う
か
 
 

は
わ
か
ら
な
い
。
三
十
九
年
、
苗
代
札
の
本
の
説
教
場
を
買
収
し
移
転
し
て
い
る
。
 
 
 

本
庄
村
の
村
長
ほ
つ
ぎ
の
表
5
2
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
村
会
は
定
員
一
二
名
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
 
 
 

本庄村役場の位置  
本
庄
の
村
政
 
 

村
役
場
は
苗
代
に
お
か
れ
た
。
し
か
し
場
所
は
一
定
せ
ず
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
村
長
を
し
た
苗
代
の
真
藤
 
 

氏
宅
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
十
月
町
廿
田
代
西
条
一
二
三
番
屋
敷
の
八
木
氏
宅
に
家
 
 

図5－2－4 明治32年測図  

○印が役場の位置  

図5－2－5 大正14年、昭和4年  

○印が役場の位置  
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で
も
あ
っ
て
十
一
月
に
は
海
軍
歓
迎
の
件
で
召
集
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
和
庄
町
に
は
支
金
庫
が
あ
り
、
地
租
を
納
め
る
た
め
に
七
 
 

件
、
国
税
を
納
め
竺
一
件
、
合
わ
せ
て
九
件
出
張
し
て
い
る
。
和
庄
町
に
は
徴
兵
署
も
あ
り
、
こ
こ
へ
の
出
張
が
二
件
あ
る
。
一
泊
 
 

し
て
徴
兵
検
査
の
た
め
受
検
者
を
引
率
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
和
庄
町
の
収
税
署
（
の
ち
の
税
務
署
）
に
行
っ
て
い
る
の
も
四
件
あ
る
。
土
地
の
所
有
や
移
動
に
つ
い
て
の
取
調
べ
の
た
め
 
 

で
あ
る
。
関
連
し
て
呉
区
裁
判
所
に
も
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
他
村
と
の
関
係
で
は
、
焼
山
村
役
場
に
事
務
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
一
件
 
 

出
か
け
て
い
る
。
地
元
（
部
内
）
へ
の
出
張
は
、
こ
の
年
、
赤
痢
の
発
生
も
あ
っ
て
川
角
に
六
件
、
栃
原
三
件
、
平
谷
一
件
、
し
か
も
 
 

消
毒
の
た
め
一
件
に
一
週
間
か
け
た
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
村
税
未
納
者
の
取
調
べ
竺
一
件
、
そ
れ
ぞ
れ
三
日
間
を
か
け
て
押
込
、
 
 

第
二
節
 
行
 
財
 
政
 
 

表5－2－4 本庄村村長  

氏  名  在 職 期 間   
菅 尾 泰 助  明治22年6月～明治27年5月   

真 藤  斎  明治27年5月～明治32年8月   

神 藤 文 書  明治32年8月～明治36年12月   

三 好 平太郎  明治36年12月～明治41年1月   

神 林 文 吾  明治41年1月～大正1年12月   

横 田 平 吉  大正1年12月～大正11年1月   

膏 岡 寅 吉  大正11年1月～大正11年6月   

織 田 隼 人  大正11年6月～昭和6年3月  

村
の
政
治
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
、
公
務
旅
行
表
と
い
う
記
録
が
 
 

あ
る
。
本
庄
村
の
明
治
二
十
八
年
分
（
一
月
か
ら
十
二
月
）
を
見
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
 
 

呉
市
立
回
諮
錯
戎
本
庄
 

関
口
 
係
軒
料
（
以
下
閉
じ
）
 
 
 

広
島
市
へ
は
物
品
購
入
の
た
め
七
件
と
、
入
営
す
る
新
兵
引
率
の
一
件
、
合
わ
せ
て
八
 
 

件
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
引
率
を
含
む
七
件
が
一
泊
二
日
で
、
一
件
は
二
泊
三
日
の
出
張
で
 
 

あ
る
。
し
か
し
、
市
内
の
県
庁
へ
の
出
張
は
一
件
も
な
い
。
海
田
市
へ
も
一
泊
二
日
の
出
 
 

張
で
あ
る
。
用
務
は
村
長
の
会
合
（
同
僚
会
同
）
で
あ
る
。
特
に
多
い
の
は
吉
浦
村
≡
川
）
 
 

と
和
庄
町
で
あ
る
。
二
川
に
は
郡
役
所
が
あ
り
、
事
務
上
の
打
合
わ
せ
に
十
三
件
、
隔
離
 
 

所
設
置
の
こ
と
で
五
件
、
兵
事
で
四
件
、
地
方
税
の
納
付
の
た
め
四
件
、
国
民
兵
名
薄
調
 
 

整
の
た
竺
一
件
、
し
か
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
件
に
七
日
間
、
も
う
一
件
に
は
五
日
間
も
 
 

か
け
て
い
る
。
ほ
か
に
、
戸
籍
簿
の
点
検
を
受
け
に
行
っ
た
り
、
日
清
戦
争
が
終
わ
る
年
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第
五
黄
 
近
 
 
 
代
 
 

平
谷
、
川
角
を
ま
わ
っ
て
い
る
。
栃
原
に
も
村
税
未
納
者
取
調
べ
が
一
件
あ
る
。
栃
原
に
は
行
路
病
人
の
取
調
べ
が
四
件
も
あ
り
、
 
 

主
た
る
交
通
路
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

ま
た
、
兵
士
歓
迎
の
た
め
、
七
月
二
十
日
に
平
谷
、
二
十
七
日
に
川
角
へ
そ
れ
ぞ
れ
出
向
い
て
い
る
。
合
計
八
十
四
件
で
あ
る
。
 
 
 

出
張
旅
費
は
、
村
長
・
助
役
に
は
出
て
い
な
い
。
泊
り
な
し
の
村
内
に
も
出
て
い
な
い
。
郡
役
所
か
和
庄
町
の
ど
ち
ら
か
へ
行
く
 
 

場
合
、
一
二
銭
、
両
方
か
け
も
ち
で
行
け
ば
一
五
銭
、
泊
ま
り
が
け
で
あ
れ
ば
三
五
銭
で
あ
る
。
広
島
に
行
く
場
合
、
一
泊
二
日
で
 
 

五
三
銭
が
普
通
で
あ
る
。
 
 
 

翌
二
十
九
年
の
旅
行
表
を
、
二
十
八
年
と
比
べ
て
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
二
十
九
年
で
は
旅
費
の
か
か
る
公
務
旅
行
は
 
 

四
〇
件
と
な
り
、
二
件
し
か
減
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
か
か
ら
な
い
旅
行
は
〓
二
件
で
、
前
年
の
四
二
件
か
ら
大
巾
に
減
少
し
て
 
 

い
る
。
部
内
の
場
合
、
多
く
は
記
載
し
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
〓
二
件
の
内
訳
を
み
る
と
村
長
・
助
役
が
郡
役
所
や
海
田
 
 

市
町
に
出
張
し
た
三
件
と
、
赤
痢
病
予
防
の
た
め
押
込
に
行
っ
た
八
件
が
目
立
っ
た
記
載
例
で
あ
る
。
平
谷
へ
の
、
凱
旋
兵
士
の
歓
 
 

迎
も
あ
る
。
郡
役
所
や
、
和
庄
町
の
支
金
庫
や
徴
兵
署
へ
の
出
張
は
同
じ
よ
う
に
多
い
。
か
わ
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
海
軍
志
願
兵
 
 

を
吉
浦
村
（
郡
役
所
か
）
に
引
率
し
て
い
る
こ
と
や
、
助
役
が
徴
兵
署
で
の
本
庄
村
出
身
兵
の
点
検
・
査
閲
を
し
に
行
っ
て
い
る
。
広
 
 

島
市
へ
の
新
兵
の
引
率
は
同
じ
で
あ
る
が
、
物
品
購
入
は
二
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
県
庁
へ
保
安
林
取
調
べ
の
た
め
八
日
間
行
っ
て
 
 

い
る
の
が
目
立
っ
て
い
る
。
焼
山
村
へ
の
出
張
が
三
件
、
熊
野
村
へ
は
勧
業
の
件
で
釆
て
い
る
。
旅
費
等
が
、
村
長
や
助
役
に
も
宿
 
 

泊
を
伴
う
場
合
に
は
出
る
よ
う
に
な
り
、
日
帰
り
で
も
時
に
は
出
て
い
る
。
ま
た
、
和
庄
町
や
吉
浦
村
へ
の
日
帰
り
も
六
月
に
は
二
 
 

〇
銭
と
な
り
、
全
体
と
し
て
値
上
が
り
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
隣
町
村
や
県
と
の
関
係
よ
り
も
郡
役
所
と
の
関
係
が
強
く
、
し
か
も
郡
役
所
の
指
導
・
監
督
の
も
と
で
の
 
 

村
の
政
治
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
税
を
村
の
吏
員
が
徴
収
し
、
支
金
庫
や
郡
役
所
に
上
納
し
て
い
る
の
で
あ
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る
。
出
張
の
内
容
も
国
の
委
任
事
務
が
多
く
、
そ
の
旅
費
も
村
が
負
担
し
た
の
で
あ
る
。
熊
野
村
の
場
合
も
、
苗
代
、
栃
原
を
通
っ
 
 

て
和
庄
町
や
吉
浦
村
（
二
川
）
へ
行
く
の
で
あ
る
が
、
内
容
（
目
的
）
は
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

本
庄
村
の
大
き
な
で
き
ご
と
と
し
て
水
源
他
の
建
設
が
あ
げ
ら
れ
る
。
呉
の
海
軍
関
係
へ
の
給
水
の
た
め
、
大
正
元
年
九
月
、
本
 
 

庄
水
源
地
の
建
設
工
事
が
着
手
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
道
路
の
整
備
も
急
が
れ
、
二
年
五
月
に
は
、
吉
浦
村
、
焼
山
村
、
押
込
、
川
 
 

角
間
の
、
三
年
に
は
呉
・
神
山
間
の
改
修
工
事
が
完
成
し
た
。
そ
の
年
に
は
電
灯
も
焼
山
村
ま
で
設
備
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
 
 

大
正
七
年
四
月
、
周
囲
五
キ
ロ
、
満
水
面
積
二
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
、
貯
水
量
一
九
六
万
ト
ン
の
本
庄
水
源
池
が
、
工
費
一
八
〇
万
 
 

円
、
延
一
七
三
万
人
の
人
手
に
よ
っ
て
完
成
し
た
。
七
年
に
わ
た
る
こ
の
工
事
と
本
庄
村
の
村
政
及
び
村
民
と
の
か
か
わ
り
は
充
分
 
 

わ
か
っ
て
い
な
い
。
 
 

明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
、
海
田
市
に
郡
役
所
が
移
っ
た
こ
と
は
、
平
谷
∵
川
角
に
少
な
か
 
 
 

川
角
・
平
谷
村
を
含
む
熊
野
町
 
 

ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
谷
・
川
角
は
本
庄
村
の
玄
関
と
も
い
え
る
位
置
に
な
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
熊
野
と
の
交
流
も
よ
り
密
接
に
な
っ
た
。
郡
役
所
が
廃
止
さ
れ
県
庁
と
の
関
係
が
深
く
な
っ
て
も
、
玄
関
と
し
て
 
 

の
位
置
は
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

熊
野
町
は
昭
和
六
年
四
月
一
日
、
川
角
・
平
谷
を
編
入
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
編
入
理
由
を
、
熊
野
町
長
、
本
庄
村
長
、
焼
 
 

山
村
長
連
名
で
県
知
事
州
渕
治
馬
に
宛
て
た
「
町
村
廃
置
分
合
二
関
ス
ル
件
上
申
」
 
の
な
か
か
ら
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

理
 
 
由
 
 

安
蛮
郡
熊
野
町
本
庄
村
焼
山
村
ハ
俗
二
熊
野
七
郷
（
現
在
ノ
熊
野
町
癖
山
村
本
庄
村
大
字
川
角
同
平
谷
同
押
込
同
苗
代
同
栃
原
）
ト
稀
シ
共
 
 

二
郡
内
ノ
高
原
地
帯
二
在
リ
テ
四
面
山
ヲ
碗
ラ
シ
一
盆
地
状
ヲ
ロ
望
セ
リ
従
テ
住
民
ノ
人
情
風
俗
相
接
似
シ
日
常
ノ
生
活
亦
殆
ソ
ト
彼
是
共
通
セ
 
 

リ
而
シ
テ
生
業
ハ
一
般
：
農
業
ヲ
本
位
ト
ス
ル
そ
熊
野
町
及
本
庄
村
ノ
北
部
ハ
製
筆
ノ
業
盛
ニ
シ
テ
其
ノ
名
天
下
二
知
ラ
レ
又
焼
山
村
及
本
庄
 
 

節
二
節
 
行
 
財
 
政
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